
 

件   名  亀山市手数料条例の一部を改正
する条例  

市民文化部 
戸籍市民室 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」（平成２５年法律第２７号）の施行に伴い、平成２７年１０月から亀山

市に住民登録がある市民全員に通知カードの交付による個人番号の通知が行

われ、平成２８年１月から個人番号カードの取得を希望する方に個人番号カ

ードの交付が行われることとなります。 

通知カード及び個人番号カードの初回の交付については無料となります

が、再交付については有料となることから、通知カード及び個人番号カード

の再発行に係る手数料について、所要の改正を行うものです。  

また、個人番号カードの交付を開始することに伴い、住民基本台帳カード

（以下「住基カード」といいます。）については交付を終了することから、

住基カードに係る手数料について、併せて所要の改正を行うものです。  

２ 改正内容  

≪第１条関係≫  

手数料を徴収する事務に、通知カードの再交付の規定を加え、その手数料

の金額を５００円とすることとします。 ＜別表第１関係＞  

≪第２条関係≫  

（１）手数料を徴収する事務に、個人番号カードの再交付の規定を加え、その

手数料の金額を８００円とすることとします。 ＜別表第１関係＞  

（２）住基カードの交付を終了することにより、住基カードの交付及び再交

付に係る手数料の規定を削ることとします。 ＜別表第１関係＞  

３ その他  

施行日は、次のとおりとします。  

≪第１条関係≫  

施行日は、平成２７年１０月５日とします。  

≪第２条関係≫  

施行日は、平成２８年１月１日とします。  
 
 



亀山市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年９月２９日  

       亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市条例第３２号  

 

   亀山市手数料条例の一部を改正する条例  

 

第１条  亀山市手数料条例（平成１７年亀山市条例第５７号）の一

部を次のように改正する。  

  別表第１中３５の項を３６の項とし、３４の項の次に次のよう

に加える。  

３５  行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用
等に関する法律（平成２５年法
律第２７号）第７条第１項に規
定する通知カードの再交付  

通知カードの再
交付手数料  

５００円

第２条  亀山市手数料条例の一部を次のように改正する。  

  別表第１中２２の項及び２３の項を削り、２４の項を２２の項

とし、２５の項から３３の項までを２項ずつ繰り上げ、３４の項

を３２の項とし、同項の次に次のように加える。  

３３  行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用
等に関する法律（平成２５年法
律第２７号。以下「番号法」と
いう。）第２条第７項に規定す
る個人番号カードの再交付  

個人番号カード
の再交付手数料  

８００円

別表第１の３５の項中「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）」

を「番号法」に改め、同項を同表の３４の項とし、同表の３６の

項を同表の３５の項とする。  

   附  則  



 この条例中第１条の規定は平成２７年１０月５日から、第２条の

規定は平成２８年１月１日から施行する。  


